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養護老人ホーム・特別養護老人ホーム 

横浜市新橋ホーム 業務の基準 
 

 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム 横浜市新橋ホーム（以下「新橋ホーム」という。）の指定管

理者が行う業務の内容及びその範囲等はこの業務の基準によることとする。 

 

１ 基本事項 

（１）指定期間 

   令和９年４月１日から令和 14年３月 31日までの５年間 

（２）定員（令和９年４月１日時点 予定） 

   養護老人ホーム   50 人 

   特別養護老人ホーム 46人 

   ショートステイ   ４人    

（３）利用料金 

ア 利用料金の設定 

    指定管理者は、横浜市（以下「市」という。）が条例で規定する額の範囲内で、市の承認を得

て設定する。 

  イ 利用料金の減免 

    社会福祉法人による利用者負担軽減事業実施要綱（平成 12年４月福高福第 627号）に基づき、

利用者負担の減免を実施する。 

 

２ 施設の運営に関すること 

（１）業務範囲 

    ア 横浜市老人福祉施設条例第３条第１項に規定する養護老人ホームとしての事業 

  イ 横浜市老人福祉施設条例第３条第２項に規定する特別養護老人ホームとしての事業 

※事業の運営に当たっては、関係法令を遵守すること。 

（２）職員及び職員数 

指定管理者は、人材確保・定着及び育成について積極的な工夫や取組に努め、法令に定められて

いる以上の職員数を配置すること。 

<主な基準> 

・横浜市指定居宅サービス等の事業の人員、設備、運営の基準に関する条例（平成 24 年条例第 76

号） 

・横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成 24年条例第 73号） 

・横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成 24年条例第 70号） 

・横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成 24年条例第 74号） 

（３）入退所検討委員会の設置 

   特別養護老人ホームにおいては、横浜市特別養護老人ホーム入退所指針に基づき、入退所検討委

員会を設置すること。 

（４）第三者委員の設置 

   養護老人ホーム及び特別養護老人ホームにおいては、「社会福祉事業の経営者による福祉サービ

スに関する苦情解決の仕組みの指針について」(平成 12 年６月７日老発第 514 号)に基づき、第三

者委員を設置すること。 
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（５）緊急時の対応 

   指定管理者は、災害等の緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保等及び必要な通報についてマニ

ュアルを作成し、緊急事態発生時には的確に対応すること。 

また、警察、消防等に要請するような災害等の緊急事態が発生した場合には、直ちに市にその旨

を連絡すること。 

また、災害時に市が緊急に防災拠点、避難場所等として本施設を使用する必要があるときは、市

の指示により優先して避難者等を受け入れること。 

（６）高齢者虐待防止の措置 

   指定管理者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、

その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じること。 

（７）目的外使用 

施設を横浜市老人福祉施設条例第２条で定めている事業以外で使用する場合、自動販売機、公衆

電話などを設置する場合は、市長に対し目的外使用許可申請書を提出し、許可を受けなければなら

ない。なお、目的外使用料は指定管理者の負担とする。 

＜参考＞ 

※令和８年度目的外使用許可物件 

自動販売機（１台 0.40㎡）、公衆電話（１台 0.12㎡） 

※令和８年度目的外使用料 

    21,120円（@1,600×12月×自動販売機 1台＋消費税） 

    ＊公衆電話は使用料減免 

（８）その他 

関係例規、法令等に改正があった場合は、改正された内容に基づき運営すること。 

 

３ 建物及び設備の維持保全及び管理に関する業務 

    横浜市新橋ホームの建物並びに設備及び備品については、その状態を良好かつ清潔に保ち、施設

利用者が快適で安全に利用できるように適正な維持保全及び管理を行うこと。 

他施設との共用部分及び共用する設備についても、入居施設で取り交わす覚書等に従い建物・設

備の維持保全及び管理を行うこと。 

 指定管理者は、本施設を適切に管理運営するために、日常的に点検を行い、施設を維持すること。 

なお、事業の運営にあたっては、関係法令を遵守すること。 

（１）建物及び設備の維持保全並びに管理 

指定管理者は、別に横浜市が定める方式に則り、建物及び設備の各種点検（関係法令に則った法

令点検、機能維持点検並びに巡回及び確認等）を実施し、施設を適切に利用可能かどうかを把握す

ること。建物及び設備の破損又は汚損が発生した場合には、必要に応じて速やかに横浜市に報告す

るとともに協議のうえ必要な措置を講じること。 

また、建築局が実施する劣化調査や二次点検等に伴い、建築局が指摘する優先的に行うべき修繕

等については、横浜市と指定管理者が協議し速やかに対応を行うこと。 

   小破修繕が必要な場合、簡易なものについては、指定管理者が修繕費を負担して修繕を行うこと。

ただし、簡易な範囲を超える場合は、効率的かつ効果的な業務実施のために必要であることを明ら

かにし、市と別途協議することとする。 

ただし、介護保険事業の運営上必要な小破修繕については、介護報酬から積み立てた修繕等積立

金を充てることとする。 
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介護報酬による修繕等積立金の方法・金額等は、協定書において定めるものとする。 

（２）施設の管理全般 

事故防止、安全管理、衛生管理、清掃等、施設を安全で快適な状態に保つための業務を行うこと。 

（３）物品管理業務 

   指定管理者は、施設の運営に支障をきたさないような備品の管理を行うこと。 

ア 指定管理者が介護報酬により物品を購入したときは、購入後の物品は指定管理者の所有とする。 

イ 横浜市の所有に属する物品については、横浜市物品規則及び関係例規の原則及び分類に基づい

て行うものとする。また、「物品規則」に定められた物品管理簿を備えてその保管にかかる物品

を整理し、購入及び廃棄等の異動について定期的に市に報告しなければならない。 

ウ 横浜市の所有に属する物品については、重要物品については、「物品規則」に基づく現在高の

調査を行い、同規則に定められた様式により、遅滞なく市に報告すること。 

  エ 業務を遂行するにあたって必要な物品等の購入及びリースについては、１件２０万を超える場

合は、効率的かつ効果的な事業実施のために必要であることを明らかにし、市に協議すること。 

ただし、介護保険事業に係る場合についてはこの限りでない。 

（４）その他市長が定める業務 

 

４ その他 

（１）事業計画書及び収支予算書の作成 

   次年度の計画書を毎年事業開始前に作成し、市に提出する。提出書類は次のとおりとする。 

  ア 事業計画書 

イ 予算書 

（２）事業報告書の作成 

   前年度の事業報告書を毎年事業終了後３ヶ月以内に作成し、市に提出する。提出する書類は次の

とおりとする。 

ア 事業報告書 

イ 決算書  

（３）指定期間終了にあたっての引継業務 

   指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、

引継ぎを行うこと。 

（４）関係機関及び地域との連携に関すること・地域の課題への理解について 

設置目的を効果的に達成するため、当該施設利用団体をはじめ、区役所等の関係機関及び、自

治会町内会等の地域の団体や地域住民との交流・連携に関する取組を行うこと。 

 

５ 留意事項 

（１）施設の管理に関すること 

  ア 管理責任者及び防火責任者を配置し、その氏名を報告すること。 

イ 安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を防止して、財産の保全を図るとともに、利用者及び職

員の安全確保に努めること。 

ウ 衛生管理に十分配慮し、常に快適な利用ができる状態の保持に努めること。 

（２）施設から発生する廃棄物に関すること 

   施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに、横浜市役所の分別ルールに沿って適切に

分別を行い、市が構築する回収ルート等を活用し、可能な限り資源化していくなど「市役所ごみゼ
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ロ」の取り組みを推進すること。 

（３）リスク分担について 

   指定期間内における主なリスクについては、公募要項に定める負担区分を前提とし、これ以外の

リスクに関する対応については、別途協議で定めるものとする。 

（４）その他 

 この業務の他、必要な事項については協定で定めるものとする。 
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横浜市新橋ホーム 維持管理業務一覧 

 

項目 必要管理項目 頻度 

清掃業務 日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 床清掃 月１回以上 

窓清掃 年６回以上 

空調設備業務 日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回以上 

機械警備 日常保守管理 毎日 

定期点検 必要に応じて 

給・排水設備 日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回以上 

消防設備 日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回以上 

搬送設備 日常保守管理 毎日 

定期点検 月１回以上 

ボイラー 日常保守管理 毎日 

電気設備 日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回以上 

害虫駆除 日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回以上 

植栽管理 日常保守管理 
必要に応じて随時 

除草・剪定 

設備総合巡視点検 日常保守管理 毎日 

定期点検 月１回以上 

小破修繕 照明装置の維持・交換 
必要に応じて随時 

その他施設の修繕 

建築物建物診断 定期点検 年１回以上 

 


